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平成 28 年度 市民参加手続き事後評価事業一覧 

整理

番号 
事業名等 部課等名 評価結果 

1-1 2017 推進計画の策定 
企画財政部 

政策推進室企画課 
適切である 

1-2 公共施設等総合管理計画の作成 
企画財政部 

政策推進室企画課 
適切である 

1-3 市民交流広場の整備 
企画財政部 

政策推進室企画課 
適切である 

1-4 地域公共交通網形成計画の作成 
企画財政部 

政策推進室企画課 
適切である 

1-5 平成 29 年度当初予算の作成 企画財政部 財政課 適切である 

1-6 
市役所新庁舎多目的室の利用時間、利用料金等を

定める条例及び規則の制定 
総務部 総務課 適切である 

1-7 第 10 次北広島市交通安全計画の作成 市民環境部 環境課 適切である 

1-8 事業系一般廃棄物・産業廃棄物処理手数料の改定 市民環境部 環境課 適切である 

1-9 食育推進計画（第２次）の作成 保健福祉部 健康推進課 適切である 

1-10 東の里遊水地利活用基本計画の作成 建設部 庶務課 適切である 

1-11 
建築物エネルギー消費性能向上計画及びエネル

ギー消費性能の認定申請手数料徴収条例の制定 
建設部 建築課 適切である 

1-12 
長期優良住宅建築等計画認定申請手数料徴収条

例の一部改正 
建設部 建築課 適切である 

1-13 商工業振興基本計画の見直し 
経済部産業振興室 

商工業振興課 
適切である 

1-14 消費生活センター条例の制定 
経済部産業振興室 

商工業振興課 
適切である 

1-15 下水道事業財政計画の作成 水道部 下水道課 適切である 

1-16 下水道条例の一部改正 水道部 下水道課 適切である 

1-17 学校給食費の公会計化について 教育部 学校給食センター 適切である 

2-1 子ども・子育て支援プランの変更について 子育て支援室 児童家庭課 適切である 

2-2 
建築基準法の改正に伴う特別用途地区及び地区

計画の建築物の制限の見直しについて 
企画財政部 都市計画課 適切である 

2-3 
北広島市夜間急病センター、福祉センター内施設

等の移転について 
保健福祉部 健康推進課 適切である 



 

2 

 

2-4 
北広島市小中一貫教育推進基本方針（案）概要版

について 
教育部 小中一貫教育課 適切である 

2-5 介護予防・日常生活支援総合事業について 保健福祉部 高齢者支援課 適切である 

 

 



    

平成 28 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

1-1 事業名 2017 推進計画の作成 

部課名 企画財政部企画課 
対象事業等の 

区分 

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的な

事項を定める計画の策定又は変更 

１ 事業概要 

概要 
第 5 次総合計画における基本計画に掲げた施策を効果的に実施するため、平成 29 年度から平成

31 年度までの具体的事業や活動を年次的に示した 2017 推進計画を策定する。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

 専門的な内容について議論を行う必要があるため。（構成メンバー：学識経験者、公募による市民） 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。 

□アンケート調査 

☑その他（市民会議） 

テーマに対して市民がどのような考えを持っているのかを把握するため。 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
北広島市総合計画推進委員会 

会議等の

名称 
北広島市総合計画推進委員会 

開催時期 平成 28 年 6 月～平成 29年 3 月 開催時期  

開催日 平日 開催時間帯 日中 開催日 

平成 28 年 6 月 23 日, 

7月 15日,11月 17日, 

平成 29 年 2 月 14 日 

開催時間帯 10:00 ～ 

回数 5 回予定 回数 4 回 

委員の募

集時期 
募集済 

募集時期 募集済 

公募枠 1 人 応募者数 1 人 結果 1 人 

委員の選

出方法 

公募市民については小論文と面接により選考する 

学識経験者は経験等を考慮し選考する 
委員の選

出方法 

公募市民については小論文と面接により選考。 

学識経験者は経験等を考慮し選考。 

委員人数      5 人 委員人数 5 人 出席率 95％ 

委員構成

内訳 

公募市民 1 人  団体代表者  人 

学識経験者 4 人 
委員構成

内訳 

公募市民 1 人  団体代表  人 

学識経験者 4 人  その他  人 
会議開催

予定 
☑公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数    4 人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬 210 千円   交通費 35 千円 費用内訳 委員報酬 150,000 円  交通費 24,346 円 
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■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成 28 年 12 月 

意見提出

期間 
 

日数 30 日間 日数   日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

□広報 □HP □担当課窓口 □出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 □無 時期  

  

想定件数 10 件 提出結果   件   人 

実施にあ

たり工夫

すること 

資料作成にあたっては、新規・拡大等に区分して具体的
にどのような事業に力を入れているのかなどわかりや
すい内容とする。 

意見の取

り扱い 
 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 29 年 2 月 

結果の公

表 
□有 □無 時期 平成 年 月 

 

■その他（市民会議）（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

開催時期 10 月 開催時間帯 未定 開催日 
平成 28 年 

12 月 3 日,4 日 
開催時間 

13：00～17：00 

9：00～12：00 

開催内容 □市民説明会 ■ワークショップ □市民フォーラム 開催内容 □市民説明会 ■ワークショップ □市民フォーラム 

回数  1 回 回数  1 回 

場所  未定 場所 北広島市図書館2階AVルーム 

参加人数 30 人 参加人数  27 人 

対象者 

 18 歳以上の市民 

参加内訳 

18 歳以上の市民 

10代（2名）、20代（2名）、30代（10名）、

40代（5名）、50代（3名）、60代（5名） 

周知方法 
□広報 □HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター ■その他（無作為抽出による依頼） 
周知方法 

□広報 □HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター ■その他（無作為抽出による依頼） 

予算内訳 報償費 170 千円 役務費 134 千円 費用内訳 報償費 135,000 円 役務費 12,600 円 

 

 

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切である

と認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

 予定通り実施する。ただし、パブリックコメントに

ついては、平成 29年 7月に実施する予定。 
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５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

北広島市総合計画推進委員会や市民会議を通じて、市民の意識や意向の把握、専門的な視点からの提言を

受けることができた。 

 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 
☑審議会等 
 資料を事前配布することで活発な意見交換が行われ、今後のまちづくりに関し専門的な視点からの提言を受
けた。 
 
□市民説明会等 
 
☑パブリックコメント 

 平成 29年 7月に市長選挙が実施されることもあり、2017 推進計画のパブリックコメントは平成 29年 7

月に実施、9月に策定する。 

 
□アンケート調査 
 
☑その他（市民会議） 
 市民の意識及び実態を把握し、今後のまちづくりの参考とした。 

 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 28 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

1-2 事業名 公共施設等総合管理計画の作成 

部課名 企画財政部企画課 
対象事業等の 

区分 

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的な

事項を定める計画の策定又は変更 

１ 事業概要 

概要 
公共施設等の老朽化や少子高齢化が進むなか、必要な公共サービスを持続的に提供し続けられる

よう、新たなニーズや地域の特性にあった公共施設等の適正配置を進めるための公共施設等総合

管理計画を策定する。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☐審議会等 

 

☑市民説明会等 

 市民に事業に対する理解と意見を求めるため(対象：市民) 

 

☑パブリックコメント 

 市民へ広く周知し、意見を求めるため。 

 

□アンケート調査 

 

□その他（      ） 

 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■市民説明会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

開催時期 平成28年 5月 開催時間帯 18：00～ 開催日 

平成28年 5月 25日, 

5月 26日,5月 27日, 

5 月 31 日,6 月 1 日 

開催時間 18：00～ 

開催内容 ☑市民説明会 □ワークショップ □市民フォーラム 
開 催 内

容 
☑市民説明会 □ワークショップ □市民フォーラム 

回数 5 回 回数 5 回 

場所 
団地住民センター、芸術文化ホール、西の

里会館、大曲夢プラザ、農民研修センター 
場所 

団地住民センター、芸術文化ホール、西の里

会館、大曲夢プラザ、農民研修センター 

参加人数 100 人 
参 加 人

数 
49 人 

対象者 一般市民 
参 加 内

訳 
男性 46 人、女性 3人 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（対象者に通知） 
周 知 方

法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（対象者に通知） 

予算内訳 なし 
費 用 内

訳 
なし 
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■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成 28 年 4 月 1 日～5月 2日 

意見提出

期間 
平成 28 年 4 月 1 日～5月 2日 

日数 32 日間 日数 32 日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数 10 件 提出結果 0 件 

実施にあ

たり工夫

すること 

市民に分かりやすい表現を工夫する 
意見の取

り扱い 
案は修正しなかった 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 28 年 5 月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 28 年 5 月 

 

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切である

と認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

 予定通り実施する。 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

パブリックコメントで意見の提出はなかったが、市民説明会を行うなど市民に対し広く周知を行った。 

 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 
□審議会等 
 
☑市民説明会等 
 各地区において説明会を実施することで広く市民と意見交換を行った。 
 
☑パブリックコメント 

 意見の提出はなかったが、市民に対し広く周知した。 

 
□アンケート調査 
 
□その他（        ） 
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６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 28 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

1-3 事業名 市民交流広場の整備 

部課名 企画財政部企画課 
対象事業等の 

区分 

(8)公共施設の設置に係る計画の策定、変更又は

廃止 

１ 事業概要 

概要 市民交流広場の整備について意見を聴取する 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

 専門家や市民の代表者の意見聴取を行う必要があるため。 

（構成メンバー：学識経験者、町内会関係者、公募による市民） 

□市民説明会等 

 

□パブリックコメント 

 

□アンケート調査 

 

□その他（      ） 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■その他(市民会議)（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
市民交流広場市民検討会議 

会議等の

名称 
北広島市市民交流広場市民会議 

開催時期 平成 28 年 4 月～平成 28年 7 月 開催時期  

開催日 平日 開催時間帯 日中 開催日 
平成 28 年 

6 月 2日,29 日 
開催時間帯 

15:30 ～ 

17:00 

回数 3 回予定 回数 2 回 

委員の募

集時期 
平成 28 年 4 月 1 日 

募集時期 平成 28 年 4 月 1 日～15日 

公募枠 1 人 応募者数 1 人 結果 1 人 

委員の選

出方法 
市民公募については、広報にて募集。 

委員の選

出方法 
市民公募については、広報にて募集。 

委員人数      7 人 委員人数 6 人 出席率 100％ 

委員構成

内訳 

公募市民 2 人  団体代表者 4 人 

学識経験者 1 人 
委員構成

内訳 

公募市民 1 人  団体代表 4人 

学識経験者 1 人  その他  人 
会議開催

予定 
☑公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数 0 人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 謝礼 105 千円    費用内訳 謝礼 60,000 円 
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４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切である

と認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

予定通り実施する。 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 
 公募委員を含むそれぞれ立場の異なる審議会の構成員が、北広島市の将来のことを真剣に考え、活発な議論
を重ね、その中で出し合った意見を整理し、広場の整備に向けた方向性を導き出した。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 
☑審議会等 
 広場のコンセプトや整備の方向性について意見をもらった。 
 
□市民説明会等 
 
□パブリックコメント 
 
□アンケート調査 
 
□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 28 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

 

整理 
番号 

1-4 事業名 地域公共交通網形成計画の作成 

部課名 企画財政部企画課 
対象事業等の 

区分 

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的な

事項を定める計画の策定又は変更 

１ 事業概要 

概要 

公共交通の現状と課題を踏まえ、将来を見据えた持続性のある公共交通のあり方や方向性を明

確にし、本市にとって望ましい公共交通網の形成に向けた計画を策定する。計画の策定主体は、

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づき、市、公共交通利用者（市民）、公共交通事

業者、道路管理者などで構成する協議会となる。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

 専門的な内容について議論を行う必要があるため。（構成メンバー：学識経験者、公募による市民など） 

 

□市民説明会等 

 

□パブリックコメント 

 

□アンケート調査 

 

□その他（      ） 

 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
北広島市地域公共交通活性化協議会 

会議等の

名称 
北広島市地域公共交通活性化協議会 

開催時期 平成 29 年 1 月～3月 開催時期  

開催日 平日 開催時間帯 日中 開催日 
平成 29 年 

2 月 22 日 
開催時間帯  

回数  3 回予定（内、2回は専門部会） 回数 1 回 

委員の募

集時期 
平成 28 年 12 月 

募集時期 平成 29 年 1 月 4 日～20日 

公募枠 4 人 応募者数 4 人 結果 4 人 

委員の選

出方法 

公募市民については、男女比、年齢構成、地域構成、

委員の在期年数及び他の審議会等の委員との兼職

状況等を考慮して選考する。 

委員の選

出方法 

公募市民については、志望動機などを考慮の上選

考。また、関係者や団体代表者等については、団体

等の事業内容を考慮し選考。 

委員人数  30 人 委員人数 25 人 出席率 84％ 

委員構成

内訳 

公募市民   5 人  団体代表者  23 人 

学識経験者  2人 
委員構成

内訳 

公募市民 4 人  団体代表 6人 公共交通事業者 6人 

学識経験者 1 人  その他 8人 
会議開催

予定 
☑公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数 1 人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP ☐担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬 264 千円 交通費 36 千円 費用内訳 委員報酬 66,000 円 交通費 9,518 円 
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４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切である

と認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

予定通り実施する。 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 
公募委員を含む審議会において、今後の北広島市の公共交通について現状と課題などを共有しながら積極的

な意見交換 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 
☑審議会等 
 今後の北広島市の公共交通及び計画策定に向けて意見をもらった。 
 
□市民説明会等 
 
□パブリックコメント 
 
□アンケート調査 
 
□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 

 

 

  

- 10 -



    

平成 28 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

 

整理 
番号 

1-5 事業名 平成 29 年度当初予算の作成 

部課名 企画財政部財政課 
対象事業等の 

区分 
(12)当初予算の作成 

１ 事業概要 

概要 
 平成 29年度の予算作成にあたり、各担当部局からの予算要求段階における新規事業（新たに取

組もうとする事業など）の内容についてパブリックコメントを実施する。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☐審議会等 

 

□市民説明会等 

 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため（対象：市民） 

□アンケート調査 

 

□その他（      ） 

 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成 28 年 12 月 

意見提出

期間 
平成 28 年 12 月 15 日～平成 29年 1月 10 日 

日数 25 日間 日数 27 日 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料

コーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料

コーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数 ２件 提出結果 0 件  

実施にあ

たり工夫

すること 

 通常、意見募集期間は 30 日間以上とする
ことになっているが、市民の意見を予算編成
に反映させるため、短縮して実施する。 

意見の取

り扱い 
案は修正しなかった 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 29 年 2 月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 29 年 2 月 
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４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切である

と認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

 予定通り実施する。 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 
 平成 29年度当初予算の作成にあたりパブリックコメントを実施したが、意見はなかった。今後も市民にわ
かりやすいものになるよう努めていく。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 
□審議会等 
 
□市民説明会等 
 
☑パブリックコメント 
意見の提出がなかったが、引き続き適切に市民参加を実施する。 
 

□アンケート調査 
 
□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 28 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

1-6 事業名 市役所新庁舎多目的室の利用時間、利用料金等を定める条例及び規則の制定 

部課名 総務部 総務課 
対象事業等の 

区分 

(9)公共施設の利用方法について定める条例及び

規則の制定、改正又は廃止 

１ 事業概要 

概要 市役所新庁舎に設置する多目的室の利用時間、利用料金等を定める。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☐審議会等 

 

□市民説明会等 

 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。 

□アンケート調査 

 

□その他（      ） 

 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成 28 年 12 月 1 日～平成 29年 1月 4日 

意見提出

期間 
平成 28 年 12 月 15 日～平成 29年 1月 16 日 

日数 35 日間 日数 33 日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数 5 件 提出結果 0 件 

実施にあ

たり工夫

すること 

資料作成にあたっては、利用料金の積算根拠

などをわかりやすく記載した内容とする。 
意見の取

り扱い 
案は修正しなかった。 

結果の公

表 
☑有 □無 時期  

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 29 年 2 月 
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４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切である

と認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

予定通り実施する。 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

意見の提出はなかったが、市民に対し広く周知した。 

 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 
□審議会等 
 
□市民説明会等 
 
☑パブリックコメント 

 意見の提出はなかったが、市民に対し広く周知した。 

□アンケート調査 
 
□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 28 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

1-7 事業名 第 10 次北広島市交通安全計画の作成 

部課名 市民環境部市民課 
対象事業等の 

区分 

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的な

事項を定める計画の策定又は変更 

１ 事業概要 

概要 

 交通安全対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、「交通安全対策基本法」に基づき、9次にわた

り交通安全計画を作成し、関係機関、交通安全関係団体等と連携を図りながら交通安全対策を実施し

てきた。 

 第 10 次交通安全計画は、第 9次交通安全計画が平成 27 年度をもって計画期間が終了することに伴

い、平成 28 年度から平成 32年度までの 5年間に講ずべき交通安全に関する施策を定める。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

□審議会等 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

 市民へ広く周知し、意見を求めるため。 

□アンケート調査 

☑その他（懇話会） 

 交通安全に関する関係機関・団体や自治会、学校など各分野の専門的見地からの意見を求める必要があるた

め。 

 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■その他（懇話会）（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
北広島市交通安全計画策定懇話会 

会議等の

名称 
北広島市交通安全計画策定懇話会 

開催時期 平成 28 年 10 月～平成 28年 11 月 開催時期  

開催日 平日 開催時間帯 日中 開催日 
平成28年11月1日, 

11 月 16 日 
開催時間帯 13:30～ 

回数  3 回 回数  2 回 

委員の募

集時期 
 一般公募予定なし 

募集時期 なし 

公募枠 人 応募者数 人 結果 人 

委員の選

出方法 

道路管理者、警察関係者をはじめ、自治会、各地域の交通

安全関係団体、幼稚園、小中学校、老人クラブなどの代表

者で組織する。 

委員の選

出方法 

道路管理者、警察、ＪＲ北海道、自治連合会、小中学校校

長会、小中学校 PTA 連合会、幼稚園協会、老人クラブ連合

会、交通安全指導委員会、各地域交通安全協会の代表者で

組織 

委員人数  15 人 委員人数 15 人 出席率 93.3 ％ 

委員構成

内訳 

道路管理者 3 人  警察関係者 1 人 

関係団体代表者 11 人 
委員構成

内訳 

公募市民   人  団体代表 15 人 

学識経験者  人  その他  人 
会議開催

予定 
☑公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数 0 人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP ☑担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 □HP ☑担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬 150 千円 交通費 24千円 費用内訳 委員報酬 90,000 円 交通費 7,664 円 
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■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成 29 年 1 月 4 日～平成 29年 2月 2日 

意見提出

期間 
平成 29 年 1 月 4 日～平成 29年 2月 2日 

日数 30 日間 日数 30 日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数 5 件 提出結果 1 件、1人 

実施にあ

たり工夫

すること 

広報や HP などを活用し広く周知することで、意見を出し

やすい環境づくりに努める。 

意見の取

り扱い 

直接的には交通安全計画に係る意見ではないと思われた
ことから、パブコメの回答と共に、「市民の声」としての
取扱いによる別途回答を行った（カーブミラー設置の要

望・市各部署の連携）。 
結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 29 年 2 月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 29 年 2 月 

 

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切である

と認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

予定通り実施する。 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 
交通事故の防止は、国、道、市町村、関係団体だけでなく、市民一人ひとりが真剣に取り組まなければなら

ない緊急かつ重要な課題である。交通事故のない社会を実現するため、懇話会を通じ各関係機関及び団体から
の意見を参考に、交通安全に関する施策の大綱を定める第 10 次北広島市交通安全計画交通安全計画を策定す
ることができた。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 
□審議会等 
 
□市民説明会等 
 
☑パブリックコメント 
実質的な計画に対するパブコメ意見の提出はなかったが、市民に対し広く周知した。。 

□アンケート調査 
 
☑その他（懇話会等） 
懇話会において、交通安全施策の課題や計画に対する提言、各機関・団体の情報交換等、活発な意見交換が

なされ、計画策定の参考となっと。各機関・団体や市民の役割について認識していただくことにつながった。 
 

 

 

- 16 -



    

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 28 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

1-8 事業名 事業系一般廃棄物・産業廃棄物処理手数料の改定 

部課名 市民環境部環境課 
対象事業等の 

区分 

(6)分担金、使用料及び手数料の徴収について定

める条例の制定、改正又は廃止 

１ 事業概要 

概要 

事業系一般廃棄物、最終処分場で一部受け入れをしている産業廃棄物は、平成 14 年度以来、処理

手数料の見直しをしていない。 

廃棄物処理経費の収支が悪化しており、家庭系一般廃棄物を平成 20 年度に有料化していることか

ら、受益者負担の均衡も崩れている。 

平成 27 年度に開催したクリーン北広島推進審議会の答申において、値上げを前提とした見直しを

することとされたことから、条例を改正し、手数料を値上げするものである。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☐審議会等 

 

□市民説明会等 

 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。（対象：市民） 

□アンケート調査 

 

□その他（      ） 

 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成 28 年 7 月 1 日～7月 31 日 

意見提出

期間 
平成 28 年 7 月 1 日～8月 1日 

日数 31 日間 日数 32 日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数 10 件 提出結果 0 件 

実施にあ

たり工夫

すること 

 
意見の取

り扱い 
案は修正しなかった 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 28 年 9 月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 28 年 9 月 
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４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切である

と認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

予定通り実施する。 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 
 意見が無かったため、原案どおり平成 28年第 3回定例会に提案し、平成 29 年 4 月 1 日施行。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 
□審議会等 
 
□市民説明会等 
 
☑パブリックコメント 
意見の提出はなかったが、市民に対し広く周知した。 

 
□アンケート調査 
 
□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 28 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

1-9 事業名 食育推進計画（第 2次）の作成 

部課名 保健福祉部健康推進課 
対象事業等の 

区分 

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的な

事項を定める計画の策定又は変更 

１ 事業概要 

概要 
現食育推進計画が平成 28 年度に計画期間終了となることに伴い、平成 29 年度を初年度とする食

育推進計画（第 2次）を策定するものです。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

食に関係する内容について議論する必要があるため。（構成メンバー：商工会関係者、農業協同組合関係者、

消費者団体、幼稚園関係者、ＰＴＡ関係者、学校関係者、栄養関係者、公募による市民） 

□市民説明会等 

 

☑パブリックコメント 

市民に広く周知し、意見を求めるため。 

☑アンケート調査 

市民の食に対する意識を調査するため。（対象：市民） 

□その他（      ） 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
北広島市食育推進懇談会 

会議等の

名称 
北広島市食育推進懇談会 

開催時期 平成 28 年 7 月～平成 29年 3 月 開催時期  

開催日 平日 開催時間帯 夕方～夜間 開催日 

平成 28 年 7 月 27 日, 

10月11日,11月25日, 

2 月 10 日 

開催時間帯 
18:00

～ 

回数  5 回 回数  4 回 

委員の募

集時期 
平成 28 年 4 月頃 

募集時期 平成 28 年 4 月 1 日～4月 28 日 

公募枠 2 人 応募者数 2 人 結果 2 人 

委員の選

出方法 

公募市民については、男女比、年齢構成、地域構成、

委員の在籍年数及び他の審議会等の委員との兼職

状況等を考慮して選考する。関係者や団体代表者等

については、団体等の事業内容等を考慮して選出す

る。 

委員の選

出方法 

公募市民については、男女比、年齢構成、地域構成、

委員の在期年数及び他の審議会等の委員との兼職

状況等を考慮して選考。関係者や団体代表者等につ

いては、団体等の事業内容等を考慮して選出。 

委員人数  10 人 委員人数 10 人 出席率 87.5％ 

委員構成

内訳 

公募市民  ２人  団体代表者 ８人 

学識経験者 ０人 
委員構成

内訳 

公募市民 2 人  団体代表 8人 

学識経験者 0 人  その他 0人 
会議開催

予定 
☑公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数 1 人 

開催日等 

周知方法 

☑広報 ☑HP ☐担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬 250 千円 交通費 50千円 費用内訳 委員報酬 160,000 円  交通費 5,626 円 
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■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成 28 年 12 月頃 

意見提出

期間 
平成 29 年 1 月 4 日～2月 2日 

日数 30 日間 日数 30 日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数  5 件 提出結果 0 件、 0人 

実施にあ

たり工夫

すること 

概要版を作成し、市民にわかりやすい資料作

りに努める。 
意見の取

り扱い 
案は修正しなかった 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 29 年 1 月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 29 年 2 月 

 

■アンケート調査 

予 定 結 果 

調査方法 調査票郵送配布、郵送回収 調査方法 調査票郵送配布、郵送回収 

実施時期 平成 28 年７月頃 実施時期 ①平成28年 8月 16日～平成28年 8月 28日 

②平成28年 9月 29日～平成28年 10月 7日 

実施回数 １回 実施回数 2 回 

対象者 市民 対象者 ①市民、②小学 2・5年生および中学 2年生 

配布数 1,000 件 配布数 ①1,000 件 ②636 件 

回収数 500 件（回収率 50％） 回収数 ①467 件（回収率 46.7％） 

②617 件（回収率 97.0%） 

予算内訳 役務費（郵便料）173 千円 費用内訳 役務費（郵便料）161,654 円 

 

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切である

と認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

 予定通り実施する。 
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５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 
北広島市食育推進懇談会、パブリックコメント、アンケート調査を実施し、団体代表者や市民等と十分に意

見を交換し、原案を策定した。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 
☑審議会等 
計画に盛り込む内容や市民に対する周知方法等について意見をもらった。 
 

□市民説明会等 
 
☑パブリックコメント 
 意見の提出はなかったが、市民に対し広く周知した。 
 
☑アンケート調査 
無作為抽出した市民と、小中学生を対象とした食育に関するアンケート調査を実施し、第 1次計画の評価と

市民ニーズ等を計画に反映した。 
 
□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 

 

 

 

 

  

- 22 -



    

平成 28 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

1-10 事業名 東の里遊水地利活用計画の作成 

部課名 建設部庶務課 
対象事業等の 

区分 

(8)公共施設の設置に係る計画の策定、変更又は

廃止 

１ 事業概要 

概要 
平成 23 年３月に策定した北広島市東の里地区遊水地利活用計画で示された利活用区分（ゾーニン

グ）を検討し、具体的な利活用計画を策定する。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☐審議会等 

 

□市民説明会等 

 

□パブリックコメント 

 

■アンケート調査 

 市民意向を確認するため 

□その他（      ） 

 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■アンケート調査 

予 定 結 果 

調査方法 無作為に抽出し郵送 調査方法 無作為に抽出し郵送 

実施時期 7 月頃 実施時期 平成 29 年 3 月 28 日～平成 29年 4月 14 日 

実施回数 1 回 実施回数  1 回 

対象者 市民 対象者  市民 

配布数 1,000 件 配布数  1,000 件 

回収数  500 件（回収率 50 ％） 回収数 322 件（回収率 32.2 ％） 

予算内訳 郵送 118 千円、返信 49千円 費用内訳 郵送 109 円×1000 通、返信 97円×322 通 

 

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切である

と認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

 予定通り実施する。 
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５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 
検討委員会での検討内容もアンケートに記載したためアンケートの実施時期が遅くなったが、市民の意向を

確認することができた。 
 

【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 
□審議会等 
 
□市民説明会等 
 
□パブリックコメント 
 
☑アンケート調査 
地域別、年代別の市民の意向を確認することができた。 

 
□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 28 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

1-11 事業名 
建築物エネルギー消費性能向上計画及びエネルギー消費性能の認定申請手数料

徴収条例の制定 

部課名 建設部建築課 
対象事業等の 

区分 

(6)分担金、使用料及び手数料の徴収について定

める条例の制定、改正又は廃止 

１ 事業概要 

概

要 

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が公布され、建築物のエネルギー消費性能向上計画の

認定及び建築物のエネルギー消費性能に係る認定制度が実施されることに伴い、認定事務を合理的かつ効

率的に行うため、手数料条例の制定等の手続きが必要となったことから、審査、認定作業に要する所定の

手数料を徴収するために手数料徴収条例を制定する。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☐審議会等 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

認定事務を行うための手数料徴収について、市民へ広く周知し、意見を求めるため。 

□アンケート調査 

□その他（      ） 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成 28 年 7 月 1 日～平成 28年 7月 31 日 

意見提出

期間 
平成 28 年 7 月 1 日～平成 28年 8月 1日 

日数 31 日間 日数 32 日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数  3 件 提出結果 0 件 

実施にあ

たり工夫

すること 

パブリックコメントの実施を広報するなど、

意見を出しやすい環境づくりに努める。 
意見の取

り扱い 
案は修正しなかった 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 28 年 8 月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 28 年 8 月 
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４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切である

と認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

評価のとおり市民参加手続きを行う。 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 
条例制定の意義について市民へ広く周知し、意見を求めることができた。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 
□審議会等 
 
□市民説明会等 
 
☑パブリックコメント 
 意見の提出はなかったが、市民に対し広く周知した。 
 
□アンケート調査 
 
□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 28 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

1-12 事業名 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料徴収条例の一部改正 

部課名 建設部建築課 
対象事業等の 

区分 

(6)分担金、使用料及び手数料の徴収について定

める条例の制定、改正又は廃止 

１ 事業概要 

概

要 

長期優良住宅法の普及の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の改正及び長期使用構造等

とするための措置及び維持保全の方法の基準の一部を改正する告示の改正に基づき、長期優良住宅（増改

築）の認定制度が可能となり、認定事務を合理的かつ効率的に行うため、手数料条例の改正等の手続きが

必要となったことから、審査、認定作業に要する所定の手数料を徴収するために手数料徴収条例を改正す

る。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☐審議会等 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

認定事務を行うための手数料徴収について、市民へ広く周知し、意見を求めるため。 

□アンケート調査 

□その他（      ） 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成 28 年 7 月 1 日～平成 28年 7月 31 日 

意見提出

期間 
平成 28 年 7 月 1 日～平成 28年 8月 1日 

日数 31 日間 日数 32 日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数  3 件 提出結果 0 件 

実施にあ

たり工夫

すること 

パブリックコメントの実施を広報するなど、

意見を出しやすい環境づくりに努める。 
意見の取

り扱い 
特に意見はなかった。 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 28 年 8 月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 28 年 8 月 
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４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切である

と認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

評価のとおり市民参加手続きを行う。 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 
条例改正の意義について市民へ広く周知し、意見を求めることができた。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 
□審議会等 
 
□市民説明会等 
 
☑パブリックコメント 
 意見の提出はなかったが、市民に対し広く周知した。 
 
□アンケート調査 
 
□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 28 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

1-13 事業名 商工業振興基本計画の見直し 

部課名 経済部商工業振興課 
対象事業等の 

区分 

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的な

事項を定める計画の策定又は変更 

１ 事業概要 

概要 

平成 23 年に北広島市商工業振興基本計画が策定され 5 年が経過し、10 年間の計画期間設定の

中で、必要に応じ中間年で見直すこととなっていることから、北広島市商工業振興基本条例第 11

条第 2 項第 1 号により、北広島市商工業振興審議会を開催し、基本計画の見直しについて諮問を

行う。 

また、基本計画の見直しに係る審議会の答申を受け、基本計画の見直し案を作成した後にパブ

リックコメントを実施し、最終的な計画見直しを行う。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

商工業の振興に関する専門的な内容について議論する必要があり、条例に規定されているため。 

（構成メンバー：学識経験者、団体代表者、公募市民） 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

市民に広く周知し意見を求めるため。 

□アンケート調査 

□その他（      ） 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
北広島市商工業振興審議会 

会議等の

名称 
北広島市商工業振興審議会 

開催時期 平成 28 年 4 月、5月 開催時期  

開催日 平日 開催時間帯 夜間 開催日 
平成 28 年 4 月 28 日, 

6 月 3日 

開催 

時間帯 
18:00 ～ 

回数  2 回 回数  2 回 

委員の募

集時期 

平成 27 年度募集済み 

（任期：H28.1.28～H30.1.27） 

募集時期 平成 27 年度募集済み 

公募枠 若干名 応募者数 1 人 結果 1 人 

委員の選

出方法 

公募市民については、男女比、年齢構成、地

域構成委員の在期年数及び他の審議会の委

員との兼職状況等を考慮して選考する。 

委員の選

出方法 

公募市民については、男女比、年齢構成、地

域構成委員の在期年数及び他の審議会の委

員との兼職状況等を考慮して選考。 

委員人数  6 人 委員人数 6 人 出席率 100％ 

委員構成

内訳 

公募市民  1 人  団体代表者 4 人 

学識経験者 1 人 
委員構成

内訳 

公募市民 1 人  団体代表 4人 

学識経験者 1 人  その他  人 
会議開催

予定 
☑公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数 0 人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP ☐担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP ☐担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬 72 千円 交通費 5千円 費用内訳 委員報酬 72,000 円 交通費 4,588 円 
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■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成 28 年 6 月中旬～7月中旬 

意見提出

期間 
平成 29 年 1 月 4 日～2月 2日 

日数 30 日間 日数 30 日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数 15 件 提出結果 0 件 

実施にあ

たり工夫

すること 

広報、HP 等により周知をはかり、意見を出

しやすい環境づくりに努める。 
意見の取

り扱い 
案は修正しなかった 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 28 年 7 月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 29 年 2 月 

 

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切である

と認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

事前評価を受けて、審議会、パブリックコメントを

適切に実施する。 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 
計画改正の方向性について、北広島市商工業振興審議会の答申内容、パブリックコメントの結果を受け、改

正原案を作成した。 
 

【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 
☑審議会等 
計画改正の方向性について答申を受けた。 

 
□市民説明会等 
 
☑パブリックコメント 
 意見の提出はなかったが、市民に対し広く周知した。 
 
□アンケート調査 
 
□その他（        ） 
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６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 28 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

1-14 事業名 消費生活センター条例の制定 

部課名 経済部商工業振興 
対象事業等の 

区分 

(2)市政に関する基本的な方針を定める条例の制

定、改正又は廃止 

１ 事業概要 

概要 

北広島市では消費者安全法第 10 条及び北広島市消費生活相談員設置規定に基づき「北広島市消

費生活相談室」を設置、運営している。平成 26 年 6 月に消費者安全法の改正により自治体が消費

生活相談等の事務を行うために消費生活相談センターを設置する場合は、その組織・運営に関す

る事項等について条例で定めることが義務付けられているため、条例を制定する。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

□審議会等 

 

□市民説明会等 

 

☑パブリックコメント 

市民に広く周知し意見を求めるため 

□アンケート調査 

 

□その他（      ） 

 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成 28 年 4 月 15 日～5月 16 日 

意見提出

期間 
平成 28 年 4 月 15 日～5月 16 日 

日数 30 日間 日数 30 日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数 15 件 提出結果 1 件、1人 

実施にあ

たり工夫

すること 

広報、HP 等により周知をはかり、意見を出

しやすい環境づくりに努める。 
意見の取

り扱い 
意見を参考に、条例案の作成時に文言に配慮した。 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 28 年 7 月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 28 年 7 月 
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４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切である

と認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

事前評価を受け、パブリックコメントを適切に実施す

る。 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 
 パブリックコメントを実施し、意見を参考に条例を制定した。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 
□審議会等 
 
□市民説明会等 
 
☑パブリックコメント 
意見を参考に、条例案を作成した。 

 
□アンケート調査 
 
□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 

 

 

 

 

  

- 33 -



    

平成 28 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

1-15 事業名 下水道事業財政計画の作成 

部課名 水道部下水道課 
対象事業等の 

区分 

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的な

事項を定める計画の策定又は変更 

１ 事業概要 

概要 
下水道事業は、下水道使用料と市の一般会計からの繰入金などによる適正な費用負担によって

経営が維持されている。このため、将来予測を行った上で、計画的に事業を進める必要があるこ

とから、平成 29～30 年度の下水道事業経営の基本的計画となる財政計画を策定する。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

 下水道財政について専門的内容を審議するため（構成メンバー：学識経験者等） 

□市民説明会等 

 

☑パブリックコメント 

 市民へ広く周知し、意見を求めるため。 

□アンケート調査 

 

□その他（      ） 

 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
北広島市下水道事業審議会 

会議等の

名称 
北広島市下水道事業審議会 

開催時期 平成 28 年 11 月～平成 29年 1 月 開催時期  

開催日 
平日 開催時間帯 日中 

開催日 
平成28年 11月 11日、

12 月 7 日 

開催 

時間帯 

15:00 ～ 

17:00 

回数  6 回 回数 2 回※別途小委員会を 1回開催 

委員の募

集時期 
平成 28 年 8 月～9月 

募集時期 平成 28 年 8 月～9月 

公募枠 3 人 応募者数 3 人 結果 3 人 

委員の選

出方法 

公募市民については、男女比、年齢、地域、在任期間など

を考慮して選考する。 

委員の選

出方法 

公募市民については、男女比、年齢、地域、在任期間など

を考慮し選考。 

委員人数  10 人 委員人数 10 人 出席率 80％ 

委員構成

内訳 

公募市民  6 人  団体代表者  人 

学識経験者 4 人 
委員構成

内訳 

公募市民  6 人  団体代表 人 

学識経験者 4 人  その他  人 
会議開催

予定 
☑公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数 2 人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP ☐担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬 360 千円 交通費 48 千円 費用内訳 委員報酬 114,000 円 交通費 13,775 円 
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■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成 29 年 1 月 

意見提出

期間 
平成 28 年 12 月 1 日～平成 29年 1月 13 日 

日数 30 日間 日数 44 日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☐出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数 10 件 提出結果 0 件 

実施にあ

たり工夫

すること 

 
意見の取

り扱い 
案は修正しなかった 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 29 年 2 月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 29 年 3 月 

 

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切である

と認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

事前評価を受け、予定どおり実施する。 

資料について、わかりやすく作成する。 

パブリックコメント実施にあたっては、意見提出期間

を従来より長く設定し、意見提出の促進を図ることと

する。 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 
パブリックコメントによる意見提出はなかったが、下水道事業審議会における意見及び答申書内容を尊重し

財政計画案に反映した。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 
☑審議会等 
会議資料をできるだけわかりやすく工夫し作成し、審議会において一定の評価を得ることができたが、内容

が専門的なため、発言者が特定の委員に偏る結果となった。審議会では、近年社会的関心が高まっている耐震
化を含む災害対策について、より市民にわかりやすいものとするよう意見をもらった。 
 
□市民説明会等 
 
☑パブリックコメント 
 意見の提出はなかったが、市民に対し広く周知した。 
 
□アンケート調査 
 
□その他（        ） 
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６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 28 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

1-16 事業名 下水道条例の一部改正 

部課名 水道部下水道課 
対象事業等の 

区分 

(3)市民に義務を課し、又は市民の権利を制限す

る条例の制定、改正又は廃止 

１ 事業概要 

概要 
生ごみを破砕し下水道に流化させる装置であるディスポーザーの設置可否などについては各下

水道事業の判断に委ねられているが、北広島市ではこれまで定めがないことからその取扱いにつ

いて下水道条例で規定する。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

□審議会等 

  

□市民説明会等 

 

☑パブリックコメント 

 市民へ広く周知し、意見を求めるため。 

□アンケート調査 

 

□その他（      ） 

 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成 28 年 7 月 

意見提出

期間 
平成 28 年 6 月 15 日～7月 15 日 

日数 30 日間 日数 31 日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☐出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数 10 件 提出結果 0 件 

実施にあ

たり工夫

すること 

 
意見の取

り扱い 
案は修正しなかった 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 29 年 10 月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 28 年 7 月 
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４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切である

と認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

事前評価を受け、予定どおりパブリックコメントを実

施する。 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 
パブリックコメントによる意見提出はなかったが、日常業務において本事案に関する問い合わせがない現状か
ら、市民の生活実態を反映した結果と考えられる。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 
□審議会等 
 
□市民説明会等 
 
☑パブリックコメント 
意見の提出はなかったが、市民に対し広く周知した。 

 
□アンケート調査 
 
□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 28 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

 

整理 
番号 

1-17 事業名 学校給食費の公会計化について 

部課名 学校給食センター 
対象事業等の 

区分 

(7)市民生活に重大な影響を及ぼすと市の機関が

認める制度の導入、変更又は廃止 

１ 事業概要 

概要 
学校給食費の予算及び決算処理に関する透明性を図り、保護者負担の公平性を確保するととも

に利便性を向上し、教職員の給食費収納に関する事務負担の軽減を図るため、現在、私会計で運

営している学校給食費を公会計に移行する。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

学校給食の運営に関する重要な事項について審議を求めるため。 

□市民説明会等 

 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため。 

□アンケート調査 

 

□その他（      ） 

 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 

小学校給食運営委員会 

中学校給食運営委員会 

会議等の

名称 
小学校給食運営委員会 

中学校給食運営委員会 

開催時期 5 月～ 開催時期  

開催日  開催時間帯 18 時から 開催日 平成 28 年 5 月 18 日 開催時間帯 18:00 ～ 

回数  合同で 1回 回数  合同で１回 

委員の募

集時期 
－ 

募集時期 － 

公募枠 －人 応募者数 －人 結果 －人 

委員の選

出方法 
各校及びＰＴＡからの推薦等 

委員の選

出方法 
各校及びＰＴＡからの推薦等 

委員人数  各 13 人 委員人数 小 12、中 12人 出席率 92.3％ 

委員構成

内訳 

各 公募市民  人  団体代表者 ６人（保護者） 

学識経験者７人（教職員５人、学校医１人、市職員１人） 
委員構成

内訳 

公募市民  人  団体代表 ６人（保護者） 

学識経験者 7人（教職員５人、学校医１人、市職員１人） 
会議開催

予定 
☑公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数 0 人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP ☐担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬 792 千円 交通費 80千円 費用内訳 委員報酬 516,000 円  交通費 38,000 円 
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■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
平成 28 年 6 月 15 日から 

意見提出

期間 
平成 28 年 6 月 15 日～7月 14 日 

日数 30 日間 日数 30 日間 

周知方法 
☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（      ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 ☑無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数 10 件 提出結果 0 件 

実施にあ

たり工夫

すること 

対象者に対し、パブリックコメントの実施を

通知するなど、意見を出しやすい環境づくり

に努める。 

意見の取

り扱い 
案は修正しなかった 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 28 年 8 月 

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 28 年 8 月 

 

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

事前評価の現段階では市民参加手続きは適切である

と認められる。 

 

【評価を受けての対応】 

 予定通り実施する。 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 
 パブリックコメントによる意見提出はなかったが、審議会における意見等を尊重し、原案に反映させた。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 
☑審議会等 
学校給食の運営に関する重要な事項について審議を求め、原案に反映させた。 

 
□市民説明会等 
 
☑パブリックコメント 
 意見の提出はなかったが、市民に対し広く周知した。 
 
□アンケート調査 
 
□その他（        ） 
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６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 28 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

2-1 事業名 子ども・子育て支援プランの変更について 

部課名 子育て支援室児童家庭課 
対象事業等の 

区分 

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的な

事項を定める計画の策定又は変更 

１ 事業概要 

概要 

子ども・子育て支援プランは、子ども・子育て支援新制度の下で、幼児期の教育・保育、地域

の子育て支援の充実を図るため、「子ども・子育て支援対策推進法」に基づく「次世代育成支援対

策推進行動計画」との一体的な計画として、平成 26 年度に策定した。 

 策定から 2 年が経過し、保育等の需要に係る実績が策定時の計画値を上回っているため、人口

推計の見直しを行い、平成 29 年度以降については平成 28 年度当初までの実績を反映させた計画

値に変更する。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

専門的な内容について議論する必要があるため。（構成メンバー：関係団体代表、学識経験者、公募市民） 

□市民説明会等 

☑パブリックコメント 

 市民へ広く周知し、意見を求めるため。 

 

□アンケート調査 

□その他（      ） 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
 

会議等の

名称 
北広島市子ども・子育て会議 

開催時期  開催時期 平成 28 年 6 月 27 日、8月 18 日 

開催日 
 開催時間帯  

開催日 
平成28年6月27日, 

8 月 18 日 

開催時間帯 18：30～ 

19：30 

回数  回 回数 2 回 

委員の募

集時期 
 

募集時期 平成 25 年度募集済み 

公募枠 2 人 応募者数 2 人 結果 2 人 

委員の選

出方法 
 

委員の選

出方法 

関係団体代表は、子ども・子育て支援法に基づく業

務に関係する団体からの被推薦者物から選出。 

学識経験者については道都大学と連携し、社会福祉

学部からの被推薦者から選出。 

委員人数  人 委員人数 10 人 出席率 75％ 

委員構成

内訳 

公募市民   人  団体代表者  人 

学識経験者  人 
委員構成

内訳 

公募市民  2 人  団体代表 7 人 

学識経験者 1 人  その他   人 
会議開催

予定 
☐公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数 1 人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☐HP ☐担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬    円 交通費    円 費用内訳 委員報酬 90,000 円 交通費 8,769 円 
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■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
 

意見提出

期間 
平成 28 年 7 月 1 日～8月 1日 

日数  日数 30 日間 

周知方法 
☐広報 ☐HP ☐担当課窓口 ☐出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 □無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数  件 提出結果 2 件、 1人 

実施にあ

たり工夫

すること 

 
意見の取

り扱い 

感想、案件以外への意見等だったため、原案
には反映していない。 

結果の公

表 
☐有 □無 時期  

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 28 年 8 月 

 

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価を受けての対応】 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 
 審議会、パブリックコメントを実施し、それらをもとに原案を作成した。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 
☑審議会等 
 計画案の内容のほか、パブリックコメント結果についての意見をもらった。 
 
□市民説明会等 
 
☑パブリックコメント 
 2 件の意見をもらったが、計画の変更に関するものではなかった。 
 
□アンケート調査 
 
□その他（        ） 
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６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 28 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

2-2 事業名 
建築基準法の改正に伴う特別用途地区及び地区計画の建築物の制限の見直しに

ついて 

部課名 企画財政部都市計画課 
対象事業等の 

区分 

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的な

事項を定める計画の策定又は変更 

１ 事業概要 

概要 
風営法及び認定こども園法の改正に伴い、建築基準法の用途制限（別表第２）が一部改正された

ことから、特別用途地区建築条例及び地区計画区域内建築物の制限に関する条例の一部改正を行

う。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

 都市計画の土地利用制度に関する専門的な内容について、議論する必要があるため。 

（構成メンバー：学識経験者、関係機関協議） 

□市民説明会等 

  

☑パブリックコメント 

 市民に広く周知し、計画案についての意見を求めるため （対象：市民、地権者） 

□アンケート調査 

 

□その他（      ） 

 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
 

会議等の

名称 
北広島市都市計画審議会 

開催時期  開催時期  

開催日  開催時間帯  開催日 
平成 28 年 8 月 30 日, 

10 月 27 日 

開催 

時間帯 

10 時～ 

12 時 

回数  回 回数  2 回 

委員の募

集時期 
 

募集時期 
平成 28 年度募集済み 

（任期 H28.9.1～H30.8.31） 

公募枠 人 応募者数 人 結果 人 

委員の選

出方法 
 

委員の選

出方法 

北広島市都市計画審議会条例第2条第2項の

規定に基づき選出。 

委員人数  人 委員人数 10 人 出席率 70％ 

委員構成

内訳 

公募市民   人  団体代表者  人 

学識経験者  人 
委員構成

内訳 

公募市民    人  団体代表 4 人 

学識経験者 6 人  その他    人 
会議開催

予定 
☐公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数 0 人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☐HP ☐担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬    円 交通費    円 費用内訳 委員報酬 60,000 円 交通費 6,131 円 
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■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
 

意見提出

期間 
平成 28 年 7 月 1 日～8月 1日 

日数  日数 32 日間 

周知方法 
☐広報 ☐HP ☐担当課窓口 ☐出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 □無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数  件 提出結果 0 件 

実施にあ

たり工夫

すること 

 
意見の取

り扱い 
案は修正しなかった 

結果の公

表 
☐有 □無 時期  

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 28 年 8 月 

 

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価を受けての対応】 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 
パブリックコメントを実施し、市民に対して見直しについての主旨、周知を行った。また、都市計画審議会

で計画案の承認を経て、原案の作成を行った。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 
☑審議会等 
見直しについての計画案の議論、原案についての意見をもとに条例改正案に反映した。 
 

□市民説明会等 
 
☑パブリックコメント 
意見等の提出はなかったが、市民に対して広く周知を行った。 

 
□アンケート調査 
 
□その他（        ） 
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６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 28 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

2-3 事業名 北広島市夜間急病センター、福祉センター内施設等の移転について 

部課名 保健福祉部健康推進課 
対象事業等の 

区分 

(8)公共施設の設置に係る計画の策定、変更又は

廃止 

１ 事業概要 

概要 

夜間急病センター、福祉センター等内施設は、施設及び設備の老朽化が進んでいること、狭あい

の改善を含めて、再整備の検討が求められていたため、移転も視野に入れ、北広島駅周辺を中心

に適地を検討していた。このような状況の中、北広島病院の移転に伴う病院跡地に、新たにサテ

ライト診療所を開設する施設建設計画の情報があり、この施設への移転整備について、総合的に

検討し、病院跡地に建設する施設内へ移転整備することを計画した。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☐審議会等 

 

□市民説明会等 

 

☑パブリックコメント 

 市民に広く周知し、計画案についての意見を求めるため。 

 

□アンケート調査 

 

□その他（      ） 

 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
 

意見提出

期間 
平成 28 年 8 月 1 日～8月 31 日 

日数  日数 31 日間 

周知方法 
☐広報 ☐HP ☐担当課窓口 ☐出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 □無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数  件 提出結果 0 件 

実施にあ

たり工夫

すること 

 
意見の取

り扱い 
案は修正しなかった 

結果の公

表 
☐有 □無 時期  

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 28 年 9 月 
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４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価を受けての対応】 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 

意見の提出はなかったが、市民に対し広く周知した。 

 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 
□審議会等 
 
□市民説明会等 
 
☑パブリックコメント 

 意見の提出はなかったが、市民に対し広く周知した。 

□アンケート調査 
 
□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 

 

 

 

 

 

  

- 49 -



    

平成 28 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

2-4 事業名 北広島市小中一貫教育推進基本方針(案)概要版について 

部課名 教育部小中一貫教育課 
対象事業等の 

区分 

(1)市の基本構想、基本計画その他市の基本的な

事項を定める計画の策定又は変更 

１ 事業概要 

概要 
子どもを取り巻く社会環境の変化に伴う様々な教育課題に対応していくため、小中 9 年間で「連

続した学びを」保障する一貫教育を推進し、学力や社会性などの「生きる力」の育成を図る。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☐審議会等 

 

□市民説明会等 

 

□パブリックコメント 

市民に広く周知し、計画案についての意見を求めるため。 

 

□アンケート調査 

 

□その他（      ） 

 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
 

意見提出

期間 
平成 28 年 12 月 15 日～平成 29年 1月 16 日 

日数  日数 30 日間 

周知方法 
☐広報 ☐HP ☐担当課窓口 ☐出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料

コーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 □無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数  件 提出結果 33 件、12人 

実施にあ

たり工夫

すること 

 
意見の取

り扱い 
意見を反映し、案を修正した 

結果の公

表 
☐有 □無 時期  

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 29 年 2 月 
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４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価を受けての対応】 

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 
上記のとおりパブリックコメントを実施し、市民の意見を十分に反映した小中一貫教育推進基本方針案を策

定した。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 
□審議会等 
 
□市民説明会等 
 
☑パブリックコメント 

33 件の意見に基づき、概要版を発展させ、基本方針案を策定した。 
□アンケート調査 
 
□その他（        ） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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平成 28 年度 市民参加実施予定・実施状況評価調書 

整理 
番号 

2-5 事業名 介護予防・日常生活支援総合事業について 

部課名 保健福祉部高齢者支援課 
対象事業等の 

区分 

(7)市民生活に重大な影響を及ぼすと市の機関が

認める制度の導入、変更又は廃止 

１ 事業概要 

概要 

介護保険制度が改正され、介護保険給付の一部である「介護予防訪問介護」と「介護予防通所

介護」が全国一律で提供されるサービスから、市町村が実施する地域支援事業へと移行され「介

護予防・日常生活支援総合事業」として実施することとなり、各自治体で事業内容や事業者の指

定の手続きを定めることになった。 

２ 市民参加を実施する目的（実施する市民参加方法に☑をしてください。） 

☑審議会等 

保健福祉計画検討委員会（高齢部会）において、学識経験者、事業者、市民の各委員より事業に対する意見

を求めるため 

☑市民説明会等 

市民に事業に対する理解と意見を求めるため（対象：65 歳以上の高齢者又はその家族） 

☑パブリックコメント 

市民へ広く周知し、意見を求めるため 

□アンケート調査 

☑その他（サービスを提供する事業者への説明会） 

事業を実施する法人へ説明会をすることで専門的な意見を求めるとともに、制度の理解をしていただくため

（対象：訪問介護及び通所介護の事業者） 

３ 事業に対し実施する市民参加方法 

■審議会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

会議等の

名称 
 

会議等の

名称 
保健福祉計画検討委員会 

開催時期  開催時期  

開催日  開催時間帯  開催日 平成 29 年 2 月 14 日 
開催 

時間帯 

18時30分～ 

19 時 10 分 

回数  回 回数 1 回 

委員の募

集時期 
 

募集時期 平成 26 年 6 月 

公募枠 1 人 応募者数 1 人 結果 1 人 

委員の選

出方法 
 

委員の選

出方法 

公募市民については、男女比、年齢構成、地
域構成、委員の在期年数及び他の審議会等の
委員との兼職状況等を考慮して選考。団体代
表者については、団体における実績を考慮し
て選出。 

委員人数  人 委員人数 8 人 出席率 100％ 

委員構成

内訳 

公募市民   人  団体代表者  人 

学識経験者  人 
委員構成

内訳 

公募市民  1 人  団体代表者  6 人 

学識経験者  1人 
会議開催

予定 
☐公開  □非公開 

会議開催

状況 
☑公開 □非公開 傍聴人数 0 人 

開催日等 

周知方法 

□広報 ☐HP ☐担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
開催日等 

周知方法 

□広報 ☑HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 

予算内訳 委員報酬    円 交通費    円 費用内訳 委員報酬 48,000 円 交通費 5,032 円 
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■市民説明会等（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

開催時期  開催時間帯  開催日 

7 月 7日 

11 月 1 日,2 日, 

4 日,8 日,9 日 

開催時間 
18：30～19：30 

13：00～15：00 

開催内容 □市民説明会 □ワークショップ □市民フォーラム 開催内容 ☑市民説明会 □ワークショップ □市民フォーラム 

回数  回 回数 6 回（事業所説明会 1回、市民説明会 5回） 

場所 

 

場所 

事業者説明会(7 月 7 日)ふれあい学習ｾﾝﾀｰ 

市民説明会(11 月 1日,2 日,4 日,8 日,9 日) 

芸術文化ﾎｰﾙ、ふれあい学習ｾﾝﾀｰ、農民研修

ｾﾝﾀｰ、西の里会館、団地住民ｾﾝﾀｰ 

参加人数  人 参加人数 223 人（事業所説明会 82 人、市民説明会 141 人） 

対象者  参加内訳 市民、介護保険従事者 

周知方法 
□広報 □HP □担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 □出先機関窓口 

□ポスター ☑その他（町内会回覧） 

予算内訳  円 費用内訳 0 円 

■パブリックコメント（該当箇所に☑をしてください。） 

予 定 結 果 

意見提出

時期 
 

意見提出

期間 
平成 28 年 12 月 15 日～平成 29年 1月 16 日 

日数  日数 32 日間 

周知方法 
☐広報 ☐HP ☐担当課窓口 ☐出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 
周知方法 

☑広報 ☑HP ☑担当課窓口 ☑出先機関等行政資料コ

ーナー □ポスター □その他（   ） 

説明会 

場所 

☐有 □無 時期  説明会 

場所 

□有 ☑無 時期  

  

想定件数  件 提出結果 0 件 

実施にあ

たり工夫

すること 

 
意見の取

り扱い 
案は修正しなかった 

結果の公

表 
☐有 □無 時期  

結果の公

表 
☑有 □無 時期 平成 29 年 2 月 

 

４ 事業実施前の市民参加推進会議の評価、意見を受けての担当課での対応 

【市民参加推進会議】                   【担当課】 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

 

【評価を受けての対応】 

- 53 -



    

 

５ 目的の達成状況（総合評価欄に記入のうえ、該当箇所に☑をして達成状況等を記入してください。） 

【総合評価】 
保健福祉計画検討委員会、市民・事業者説明会、パブリックコメントを実施することで、市民及び事業者と
の十分に意見の交換を行い、事業の素案を作成した。 
 
【個別評価（具体的に行った工夫、市民の意見の取り扱いなど）】 
☑審議会等 
事業の実施方法や市民への周知方法について意見をいただいた。 
 
☑市民説明会等 
市民及び事業者から介護予防日常生活支援総合事業の要望と意見を多く寄せられ、事業の素案に反映した。 
また、事業者には説明会を行うと伴に、新規事業への参加意向があった事業者に対し個別に意見の交換を行
い、丁寧に意見聴取を行った。 
 
☑パブリックコメント 
意見等の提出はなかったが、市民に対して広く周知を行った。 

 
□アンケート調査 
 
□その他（事業者説明会） 

 

 

６ 市民参加推進会議の事後評価 

【評価の視点】 

○市民参加の方法、組み合わせ、実施時期 

○市民参加の目的と目標値 

○参加しやすい工夫 

○市民意見の取り扱い 

○その他（特記事項） 

 

 

 

【評価結果】☑適切である ・ □概ね適切である ・ □適切でない 
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